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財
政
危
機
を
宣
言
し
た
ア
ロ
ヨ
政
権

野
　
沢
　
勝
　
美

　
二
〇
〇
四
年
五
月
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
統
領
選
挙
で
辛

勝
し
た
ア
ロ
ヨ
大
統
領
は
、
同
年
七
月
の
一
般
教
書
演

説
に
お
い
て
「
国
家
財
政
、
債
務
の
悪
化
は
我
々
の
最

も
緊
急
な
課
題
」
で
あ
る
と
し
、
翌
八
月
に
「
国
家
は

財
政
危
機
の
最
中
に
あ
る
」
と
し
た
予
算
教
書
を
議
会

に
提
出
し
た
。
財
政
問
題
が
急
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
し
て
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
危
機
に
直
面
し
た
。

　
　
　 

累
積
債
務
が
急
増

務
の
急
増
は
著
し
い
。
中
央
政
府
債
務
残
高
は
一
九
九

八
年
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
五
六
・
一
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、

二
〇
〇
四
年
に
は
同
七
七
・
五
％
に
ま
で
な
っ
て
い

た
。
中
央
政
府
債
務
残
高
に
政
府
金
融
機
関
、
非
金
融

政
府
企
業
、
地
方
政
府
な
ど
の
債
務
を
加
え
た
総
合
公

的
部
門
債
務
残
高
で
は
一
一
一
％
か
ら
一
三
七
％
に
増

大
し
て
い
る
。

　
債
務
残
高
増
加
の
要
因
を
み
る
と
、
一
九
九
七
年
か

ら
〇
三
年
ま
で
に
中
央
政
府
債
務
残
高
は
二
兆
ペ
ソ
増

加
し
た
が
、
こ
の
内
訳
で
最
大
な
の
は
中
央
政
府
赤
字

で
四
二
・
六
％
に
な
る
。
こ
れ
に
政
府
企
業
借
入
な
ど

の
政
府
保
証
で
あ
る
引
受
債
務
、
為
替
変
動
、
政
府
企

業
債
務
が
続
く
（
図
１
）
。
政
府
企
業
関
連
の
債
務
残

高
は
三
七
・
三
％
に
も
達
し
て
い
る
事
実
が
わ
か
る
。

　
　
　 

財
政
危
機
の
構
造

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
財
政
状
況
を
み
る
と
際
立
っ
た
特
徴

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま

で
の
四
年
間
は
中
央
政
府
財
政
収
支
が
黒
字
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ば
か
り
か
総
合
公
的
部
門
収
支
を
み
る
と
一

九
九
六
年
に
黒
字
転
換
し
た
（
図
２
）。 

こ
れ
は
同
収
支

制
度
を
導
入
し
た
一
九
八
三
年
以
来
初
め
て
で
あ
っ
た
。

　
中
央
政
府
財
政
収
支
が
黒
字
を
記
録
し
た
の
は
税
外

収
入
と
し
て
民
営
化
収
益
が
大
き
く
貢
献
し
た
か
ら
で

あ
る
。
ア
キ
ノ
政
権
期
に
政
策
枠
組
み
が
整
っ
た
民
営

化
が
ラ
モ
ス
政
権
期
に
進
捗
し
、
政
府
企
業
売
却
、
政

府
金
融
機
関
債
権
売
却
、
お
よ
び
マ
ル
コ
ス
一
族
の
不

正
隠
匿
資
産
売
却
に
実
効
が
あ
っ
た
。
民
営
化
の
進
捗

は
、
好
調
な
地
元
経
済
が
積
極
的
投
資
を
誘
導
し
た
か

ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
中
央
政
府
財
政
は
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
の
翌

一
九
九
八
年
か
ら
は
再
び
赤
字
に
転
落
し
、
二
〇
〇
二

年
に
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
マ
イ
ナ
ス
五
・
二
％
ま
で
拡
大
し

た
。
総
合
公
的
部
門
収
支
で
も
二
〇
〇
三
年
に
マ
イ
ナ

ス
五
・
六
％
と
最
大
の
赤
字
幅
に
な
っ
た
。

　
中
央
政
府
赤
字
拡
大
の
原
因
は
歳
入
の
減
少
に
あ
っ

た
。
そ
し
て
歳
入
は
一
九
九
〇
年
代
に
大
き
く
変
動
し

て
い
る
。
歳
入
額
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
一
九
九
四
年
か
ら
九

七
年
ま
で
は
一
九
％
台
と
好
調
に
推
移
し
た
。
こ
れ
が

二
〇
〇
〇
、
〇
一
年
に
は
一
五
％
台
、
二
〇
〇
二
、
三

年
に
は
一
四
％
台
に
低
下
し
た
の
で
あ
る
（
図
３
）。

　
次
ぎ
に
税
収
を
み
る
と
同
様
に
変
動
し
た
。
一
九
九

（図１）
　フィリピン中央政府債務増加の内訳
　　（1997 ─ 2003 年）

（出所）フィリピン財務省

政府企業債務
3205 億ペソ
(16.0％)

引受債務
4281 億ペソ
(21.3％)

現金増加
275 億ペソ
(1.4％)

為替変動
3775 億ペソ
(18.8％)

中央政府赤字
8556 億ペソ
(42.6％)

総額
２兆94億ペソ

　
財
政
危
機
宣
言
に
先
立
ち
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
学
経
済

学
部
教
員
一
一
人
（
Ｕ
Ｐ
11
）
は
「
深
化
す
る
危
機
　

財
政
赤
字
と
公
的
債
務
の
実
質
的
評
価
」
と
題
す
る
声

明
を
発
表
し
た
。
対
外
債
務
依
存
の
進
展
は
予
期
せ
ざ

る
国
際
金
利
上
昇
で
債
務
返
済
不
能
に
陥
る
。
こ
の
結

果
生
ず
る
外
国
借
款
削
減
に
よ
る
急
速
な
ペ
ソ
安
、
資

本
逃
避
、
輸
入
価
格
急
騰
は
深
刻
な
経
済
不
況
、
さ
ら

に
は
大
量
失
業
を
も
た
ら
す
と
し
た
。
マ
ル
コ
ス
政
権

下
の
一
九
八
三
、
八
四
年
経
済
危
機
と
類
似
の
シ
ナ
リ

オ
と
な
る
。
Ｕ
Ｐ
11
声
明
は
信
用
供
与
機
関
は
、「
比

政
府
は
近
い
将
来
債
務
不
履
行
に
陥
る
」
と
の
判
断
を

す
る
瀬
戸
際
に
あ
る
と
の
厳
し
い
現
状
認
識
を
示
し

た
。

　
確
か
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
経
済
の
現
況
を
み
る
と
累
積
債
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四
年
か
ら
九
七
年
ま
で
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
一
六
〜
一
七
％
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
ラ
モ
ス
政
権
に
よ
る
包
括
的
税
制
改

革
が
奏
効
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
九
八
年
以
降

は
漸
減
し
、
二
〇
〇
二
年
に
は
一
二
・
五
％
に
ま
で
下

落
し
て
し
ま
っ
た
。

　
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
二
〇
〇
〇
年
時
点
に
お
け
る
歳

入
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
マ
レ
ー
シ
ア
一
八
・
三
％
（
税
収
は

一
四
・
三
％
）、 
タ
イ
一
六
・
五
％
（
同
一
四
・
三
％
）、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
一
五
・
九
％
（
同
一
四
・
五
％
）
で
あ

る
。
こ
れ
と
比
較
し
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
一
五
・
三
％
（
同

一
三
・
七
％
）
と
歳
入
の
低
さ
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

　
税
収
の
低
さ
の
原
因
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
開
発
問

題
研
究
所
の
マ
ナ
サ
ン
研
究
員
の
分
析
に
よ
る
と
、
二

〇
〇
一
年
時
点
の
内
国
歳
入
庁
分
は
、
四
六
・
五
％
が

税
制
自
体
に
、
四
六
・
二
％
が
脱
税
に
原
因
あ
り
と
し

た
。
前
者
に
は
所
得
税
引
下
げ
、
物
品
税
の
物
価
連
動

方
式
導
入
の
先
送
り
に
あ
っ
た
と
す
る
。

　
一
方
、
歳
出
面
を
み
る
と
基
本
課
題
は
典
型
的
な
財

政
硬
直
化
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
予
算
で
は
歳
出
の
う

ち
人
件
費
、
地
方
交
付
金
、
支
払
利
息
の
三
項
目
で
歳

出
の
八
二
・
三
％
に
も
達
す
る
。
最
大
な
も
の
は
支
払

利
息
の
三
三
・
二
％
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
九
九
七
年
に

一
六
・
五
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
〇
五
年
に
は
構

成
比
で
倍
増
し
た
。
今
後
も
利
子
負
担
は
増
大
の
勢
い

で
あ
る
。

　
な
お
、
基
礎
的
財
政
収
支
（
支
払
利
息
を
除
く
財
政

収
支
）
を
み
る
と
一
九
九
九
、
二
〇
〇
〇
年
は
赤
字
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
エ
ス
ト
ラ
ダ
政
権
期
が
ア
ジ
ア
通
貨

危
機
で
歳
入
増
が
五
二
〇
億
ペ
ソ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一

二
五
〇
億
ペ
ソ
の
歳
出
増
を
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

危
機
に
直
面
し
て
も
歳
出
削
減
を
断
行
で
き
な
か
っ
た

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
権
の
失
政
で
あ
っ
た
。

　
財
政
硬
直
化
の
進
行
で
資
本
的
支
出
の
構
成
比
は
一

九
九
八
年
の
一
七
・
〇
％
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
は
七
・

九
％
に
半
減
し
た
。
こ
れ
で
は
経
済
イ
ン
フ
ラ
整
備
に

は
対
応
で
き
な
い
。
中
長
期
的
に
こ
の
影
響
は
深
刻
で

あ
る
。
ま
た
、
教
育
予
算
は
据
置
か
れ
て
き
て
お
り
、

イ
ン
フ
レ
の
進
行
で
実
質
的
に
切
下
げ
ら
れ
た
。

　
　 

政
府
企
業
改
革
が
今
後
の
課
題

（図３）

フィリピンの歳入と税収（GDP比）

（出所）フィリピン財務省
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フィリピンの中央政府財政収支と
総合公共部門収支（GDP 比）

（出所）フィリピン財務省
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そ
れ
で
は
、
政
府
は
い
か
な
る
対
応
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
長
期
的
に
は
、
第
二
期
ア
ロ

ヨ
政
権
発
足
を
期
に
策
定
さ
れ
た
「
中
期
開
発
計
画

（
二
〇
〇
四
　
二
〇
一
〇
年
）」 

に
お
い
て
、
中
央
政
府

財
政
収
支
は
最
終
年
に
は
赤
字
ゼ
ロ
に
、
総
合
公
共
部

門
赤
字
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
一
・
〇
％
に
ま
で
引
下
げ
る
と

し
た
。
こ
の
結
果
、
中
央
政
府
債
務
残
高
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

五
七
・
〇
％
、
総
合
公
共
部
門
債
務
残
高
は
同
九
〇
・

〇
％
に
な
る
。

　
短
期
的
に
は
二
〇
〇
五
年
税
制
改
革
八
項
目
を
掲

げ
、
こ
れ
で
八
二
三
億
ペ
ソ
の
増
税
額
と
な
る
と
し

た
。
①
付
加
価
値
税
の
一
〇
％
か
ら
一
四
％
に
二
段
階

引
上
げ
、
②
通
信
企
業
へ
課
税
（
三
％
）、  

③
純
所
得

税
か
ら
総
所
得
税
に
変
更
、
④
税
制
優
遇
措
置
の
見
直

し
、
⑤
酒
・
タ
バ
コ
税
の
物
価
連
動
方
式
導
入
、
⑥
修

正
・
追
加
申
告
制
度
見
直
し
、
⑦
行
政
機
関
の
業
績
評

価
・
賞
罰
シ
ス
テ
ム
導
入
、
⑧
石
油
製
品
物
品
税
の
一

律
引
上
げ
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
付
加
価
値
税
引
上

げ
は
〇
五
年
七
月
に
一
二
％
引
き
上
げ
と
な
っ
た
。
ま

た
、
酒
・
タ
バ
コ
税
、
賞
罰
シ
ス
テ
ム
導
入
は
法
制
化

が
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
政
府
の
対
応
に
は
大
き
な
落
と
し
穴

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
政
府
企
業
収
支
、
偶
発
債
務
問
題

で
あ
る
。
最
大
な
も
の
は
国
営
電
力
会
社
の
負
債
五
〇

〇
〇
億
ペ
ソ
は
政
府
移
管
す
る
が
、
そ
の
他
政
府
企
業

損
失
は
中
央
政
府
一
般
会
計
に
参
入
さ
れ
、
年
間
一
〇

〇
〇
億
ペ
ソ
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
中
央
政
府
の
み

な
ら
ず
政
府
企
業
改
革
問
題
が
再
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
の
ざ
わ
か
つ
み
・
国
際
関
係
学
部
教
授
）
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